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 福岡県最低賃金の５１円引上げを答申 

     － 福岡県最低賃金額は９９２円へ － 
 

本日、福岡地方最低賃金審議会（会長 丸谷
まるたに

浩
こう

介
すけ

）は、福岡労働局長（小野寺
お の で ら

徳子
の り こ

） 

に対し、福岡県最低賃金を５１円引上げ、１時間９９２円に改正することが適当で 

あるとの答申を行いました。また、付帯決議を併せて行っています。 

福岡労働局では、この答申に基づき速やかに所定の事務手続きを進めていきます。 
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≪ 参考 ≫ 

 

Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ 

令和６年８月９日 

【照会先】労働基準部 賃金室 

   室  長 渡辺 義幸 

   室長補佐 井上 宏子 

（代表）092－411－4578 

（直通）092－411－4551 

 

答申の要旨 

 １ 福岡県最低賃金を１時間９９２円とする。 

  中央最低賃金審議会の引上げ額の目安５０円にプラス１円 

 

 ２ 効力発生の日は、令和６年１０月５日の見込みである。 

 

 ３ 付帯決議として、以下（５点）を付する。 

 （１） 中小企業・小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう、「パートナーシップ構築宣言」 

   の拡大と実効性向上に取り組むこと。また、エネルギー費、原材料費、労務費全ての価格転 

   嫁が福岡県の中小企業においても進むよう、取組みを一層強力に推進すること。特に、サプ 

   ライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」を実現するため、下請 

   法の執行強化を行うこと。さらに、ＢtoＣ事業では相対的に価格転嫁率が低いといった課題が 

   あるため、消費者に対して転嫁に理解を求めていくこと。 

 （２） 中小企業・小規模事業者の収益力改善、事業承継等に対する支援を強化すること。また、 

   労働生産性向上に向け、設備投資の促進に資する税制や、省力化投資の補助金等による 

   支援を強化すること。 

 （３） 中小企業・小規模事業者の賃上げ実現に向けて、賃上げ税制や補助金等における賃上  

   げ企業の優遇、ものづくり補助金、事業再構築補助金等を通じた生産性向上等への支援の   

   一層の強化に取り組むこと。特に、業務改善助成金については、最低賃金引上げの影響を  

   強く受ける中小企業・小規模事業者が活用できるように運用改善及び制度の拡充を図ること。 

 （４） 最低賃金引上げが企業経営や地域の雇用に与える影響について、都道府県別、産業別  

    に調査・研究を行うこと。そのうえで、最低賃金のあるべき水準や決定方法など最低賃金の在 

    り方についての議論を進めていくこと。 

 （５） 地方における最低賃金審議会及び専門部会に関し、十分な調査審議の日程、時間の確保

や発効日を考慮し、地域別最低賃金額改定の目安についての地方に示す日程、いわゆる中

央最低賃金審議会の答申の日程を早めること。 

  

 

 



 

                                      

                

- 2 - 

１ 引上げ額・引上げ率 

  現行の最低賃金額１時間９４１円に対し、引上げ額は５１円、引上げ率は  

５．４２％。 

   

２ 答申に至った審議経過 

 ７月５日、福岡労働局長から福岡地方最低賃金審議会に、福岡県最低賃金の改

正決定に関する諮問が行われ、同審議会はこれを受け、福岡県最低賃金専門部会

を設置し、審議を重ねてきました。 

 同専門部会においては、中央最低賃金審議会の引上げ額の目安（全ランク５０

円）を参酌するとともに、県内各地域の関係労使の代表等からの意見聴取の内容、

県内の経済・雇用情勢、消費者物価上昇による働く者への生活への影響等を踏ま

えながら、慎重に審議を重ねた結果を専門部会報告としてとりまとめ、当該報告

の内容に基づき福岡地方最低賃金審議会が答申を行いました。   

  なお、福岡県最低賃金については、中央最低賃金審議会が示した方法による計

算において、最低賃金が生活保護費を下回っていなかったことを申し添えます。 

 

３ 福岡県最低賃金の改正の推移 

 

年度 
最低賃金額 

時間額（円） 

引上げ額 

（円） 

引上げ率  

（％） 

平成 29年度 ７８９ ２４ ３．１４ 

平成 30年度 ８１４ ２５ ３．１７ 

令和元年度 ８４１ ２７ ３．３２ 

令和２年度 ８４２  １ ０．１２ 

令和３年度 ８７０ ２８ ３．３３ 

令和４年度 ９００ ３０ ３．４５ 

令和５年度 ９４１ ４１  ４．５６ 

          （引上げ率の欄は、小数点第三位を四捨五入） 

   

福岡県最低賃金は、月給、時間給、出来高給等の賃金制度や、常用、臨時、パ

ート等の雇用形態を問わず、福岡県内の事業場で働く全ての労働者に適用されま

す。 


